
県外医療機関等での妊婦・産婦健康診査・新生児聴覚検査助成について

母子健康手帳交付時に妊婦・産婦健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票（助成券）を交付

しておりますが，この受診票は，宮城県外の医療機関では利用することができません。県外の

医療機関で健診を受けた場合には，申請により費用を助成しています。（助成の対象となる助

成上限額並びに検査項目は，裏面の別紙１のとおり）

手続き方法は，下記のとおりです。

記

１ 受診する医療機関・助産所が決まり次第，「大崎市県外妊婦健康診査相談票」を受診する

前に提出してください。（窓口または郵送）

２ 受診後，申請に必要な書類（※）をそろえ，下記担当に申請してください。なお，申請で

きる期間は受診日から起算して2年以内となります。

３ 手続き終了後，助成の決定通知を送付し，妊産婦ご本人名義の金融機関の口座へ振込みさ

せていただきます。

なお，妊婦・産婦健康診査・新生児聴覚検査の費用が助成額の上限額を超える分につきま

しては受診者の自己負担となります。

担 当：民生部健康推進課 ０２２９－２３－２２１５

松山総合支所市民福祉課 ０２２９－５５－２１１４

三本木総合支所市民福祉課 ０２２９－５２－２１１４

鹿島台総合支所市民福祉課 ０２２９－５６－７１１４

岩出山総合支所市民福祉課 ０２２９－７２－１２１２

鳴子総合支所市民福祉課 ０２２９－８２－３１３１

田尻総合支所市民福祉課 ０２２９－３８－１１５５

ご不明な点は，担当までお問合せください。

申請に必要な書類（※）

□ 大崎市妊婦健康診査助成金交付申請書（見本を参照にご記入ください）

□ 大崎市産婦健康診査助成金交付申請書

□ 大崎市新生児聴覚検査費助成申請書

□ 産婦健康診査受診票（助成券）：受診した医療機関に必ず記入してもらって下さい。

□ 母子健康手帳

□ 医療機関が発行した領収書と明細書の写し

□ 妊産婦ご本人名義の通帳の写し



別紙１

県外で受診された妊婦・産婦健康診査の助成額は，県内で受診した妊婦・産婦健康診査助成

額かつ検査回数を除き上限額の範囲内とします。

１）妊婦健康診査について

妊婦健康診査助成（上限）額 １１８，２９０円

妊婦健康診査助成対象検査項目・回数

２）産婦健康診査について

産婦健康診査助成（上限）額： １回 ５，０００円

産婦健康診査助成対象検査項目：健康状態・育児環境の把握，血圧・体重測定，

尿検査，EPDS（必ず行うことが必要です）

助成回数：産後２週間頃，産後１か月頃の計２回

３）新生児聴覚検査について

新生児聴覚検査費用助成（上限）額：１回 ５，０００円

検査項目
助成回数

(1回の妊娠につき）

問診および診察 １４

尿中一般物質半定量検査 １４

血圧・体重測定 １

末梢血液一般 3

血糖 2

超音波検査 4

血液型（ＡＢＯ） 1

血液型（Ｒｈ） 1

血球不規則抗体 1

梅毒血清反応 1

HＢｓ抗原 1

ＨＣＶ抗体 1

ＨＩＶ抗体 1

風疹ウイルス抗体価 1

B群溶血性連鎖球菌検査 1

子宮頸がん細胞診 1

ＨＴＬＶ－１抗体（ＰＡ法またはＥＩＡ

法）
1

性器クラミジア抗原 1

トキソプラズマ抗体 1


